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荒尾市工事入札参加者資格審査における格付基準 

 

 荒尾市工事入札参加者資格審査格付要綱（平成７年３月３１日告示第３６号。以下「要綱」と

いう。）第４条 第５項に規定する格付の基準に必要な事項について、次のように定める。 

 

第１ 要綱第４条の規定により格付基準を定める工事の種類は、土木一式及び建築一式の二つの

工事とし、それぞれＡ、Ｂ、Ｃの３等級に区分する。 

 

第２ 要綱第４条第１項の格付に必要な事項については、工事の種類に対応する客観点（経営事

項審査による総合評定値）に主観点（要綱第４条第２項 別表第１（１）から（６）までによ

る。）を加えた総合点数（以下、「総合点数」という。）の上位から、次のとおりそれぞれの等級

に格付する。 

（１）Ａ等級及びＢ等級については、別表１の事業者数を上限とし、総合点数が別表２の基準を

満たすそれぞれ上位の者から格付する。ただし、要綱第４条第４項の規定に該当する者につ

いては、その等級には格付されない。なお、別表１に規定する事業者数に別表２の基準を満

たす事業者数が達しない場合は、その事業者数とする。 

（２）Ｃ等級については、Ａ等級及びＢ等級に格付されていない者及び新規に格付の審査を受け

た者とする。なお、新規に格付の審査を受けた者とは、その工事の種類において競争参加者

資格審査を行い格付する日を基準として、前年度の競争参加者資格審査を受けていない者及

び競争参加者資格審査を受けているが格付されていない者で本年度に格付を受けようとして

いる者とする。 

 

第３ 総合点数が同点の場合は客観点がより高い者を上位とし、当該客観点が同点の場合は主観

点の工事成績の評点がより高い者を上位とする。 

 

第４ 事業者数が１０者を下回った場合には、原則として格付を行わない。 

 

別表１ 等級別事業者数 

 格 付 事 業 者 数 

Ａ等級 ６者 

Ｂ等級 ６者 

Ｃ等級 上記以外の者及び新規に格付の審査を受けた者 

 

別表２ 総合点数の基準 

 総合点数 

Ａ等級 １０００点以上 

Ｂ等級 ９００点以上 
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附 則 

この基準は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和 ４年６月１日から施行する。 

 


